
市民会館使用料

備考

１ 冬季使用料は、１１月１日から翌年の４月３０日までの期間について適用する。

２ 営利を目的として利用する場合の使用料は、この表に定める使用料の２５割に相当する額とす

る。

３ この表により難いと認められるときは、市長が別に定める。

４ 大ホールの利用区分は、控室（１号、２号）及びシャワー室を含むものとする。

５ 練習又は準備のため、大ホールのステージのみを利用する場合の使用料は、当該時間区分に係

る使用料の３割に相当する額とする。

時間区分
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中ホール ５，９００６，６００７，９００８，９００７，９００８，９００２０，４００２３，４００
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会議室大会議

室

１，７００１，９００２，３００２，６００２，３００２，６００５，９００６，７００

小会議

室

１，２００１，４００１，６００１，８００１，６００１，８００４，２００４，８００

和室 １号 １，０００１，１００１，３００１，５００１，３００１，５００３，３００３，７００

２号 ４００ ５００ ６００ ７００ ６００ ７００１，５００１，７００

３号 ６００ ７００ ８００ ９００ ８００ ９００２，２００２，５００

サークル活動

室

９００１，０００１，２００１，４００１，２００１，４００３，２００３，６００

木工室 ６００ ７００ ９００１，０００ ９００１，０００２，２００２，５００

視聴覚室 １，１００１，３００１，５００１，７００１，５００１，７００４，０００４，５００

調理室 １，７００１，９００２，３００２，６００２，３００２，６００５，９００６，７００

婦人サークル

活動室（和室）

８００ ９００１，１００１，３００１，１００１，３００２，９００３，３００

児童室（洋室） ９００１，０００１，２００１，４００１，２００１，４００３，１００３，５００



結婚祝賀会の会場として中ホール等を利用する場合の使用料

備考

１ 使用料には、附属設備及び備付備品の料金を含むものとする。

２ 利用時間区分は、１０時から１６時まで及び１６時から２２時までとする。

（利用時間延長等の使用料）

利用時間を延長する場合又は利用時間に属しない時間に利用する場合の使用料及び備品等料金は、１

時間につき所定額の２．５割に相当する額とする。この場合において、利用時間区分に属しない時間に

ついてはそれぞれ次の区分に属するものとみなす。

目的 利用する室 １回の使用料

祝賀会場 中ホール ３５，０００円

準備室 婦人サークル活動室（和室）

児童室（洋室）

利用する時間 所属区分

１２時から１３時まで 午後

１７時から１８時まで 夜間


